
令和８年度 中島ひろば直接来館実施要領 

 

１ 目的 

本要領は，中島ひろばにおける直接来館の実施に関し，必要な事項を 

定め，安全かつ円滑な運用を図ることを目的とする。 

２ 定義 

直接来館とは，児童が中島小学校（以下「学校」という。）の授業終了

後，帰宅せずに中島ひろばへ来館することをいう。ただし，開館時間直

前またはそれ以降に下校時間を迎える日の来館に限る。 

３ 対象児童 

  直接来館できる児童は，中島小学校に通う児童のうち，保護者の同意 

のもと事前登録された者とする。 

４ 利用登録手続き 

  保護者は，直接来館の遵守事項に同意のうえ，「直接来館事前登録申 

込書」（様式１）により，中島児童館，中島ひろばまたは学校を通じ直接 

来館の利用登録を行うものとする。 

５ 利用手続き 

 (1) 直接来館を利用しようとする場合は，保護者はあらかじめ利用予定 

日を電話または Google フォームを介して申込するものとする。 

 (2) 利用予定日を変更する場合は，保護者は，当日の正午までに電話ま 

たはフォームを介して連絡するものとする。 

 (3) 利用予定日に授業終了後30分を経過して来館しなかった場合は，保 

護者に連絡のうえ，その日の直接来館を取り消すこととする。なお， 

その場合の児童の所在については，保護者の責任において確認するこ 

ととする。 

６ 実施方法 

(1) 児童は，授業終了後，一度，児童玄関から外へ出て速やかに体育館 

側玄関から来館し，職員に来館報告を行う。 

(2) 職員は，来館時に児童の到着確認を行うほか，確認ができない場合 

は，速やかに学校および保護者と連携し状況確認を行う。 



 

 

(3) 上靴は児童館用を持参することとするが，忘れた場合に限り，学校 

用の上靴を使用することができる。ただし，学校用の上靴を使用した 

場合には，退館時に自宅に持ち帰ることとする。 

(4) 児童は，中島ひろばから直接，塾，習い事等に行くことはできない。 

(5) その他の実施に関する事項は「令和８年度中島ひろば運営規程」に 

基づき，自由来館児童と同じ扱いとする。 

７ 入退館の制限等 

直接来館した児童は，退館をもってその日の直接来館は終了とし，そ  

の後は速やかに帰宅しなければならない。また，直接来館した児童が退

館後に再度利用する場合は，一度帰宅し保護者の承諾を得たうえで，自

由来館として来館するものとする。 

８ 安全管理 

  職員は，児童の来館状況の把握のほか，来館中の居場所の把握など， 

開設時間中における安全管理に努めるものとする。 

９ 登録取消 

  児童が直接来館のきまりを守れない場合は，その旨を保護者に通知し， 

登録を取り消す場合がある。 

10 学校との連携 

  直接来館の実施にあたっては，登録児童や利用予定日等の状況を学校 

と共有することとする。 

11 保護者の責務 

 (1) 保護者は直接来館の利用にあたり，本要領および別に定める事項を 

遵守するほか，児童の安全な来館に必要な指導を行うものとする。 

 (2) 退館後の児童の行動については保護者の責任とする。 

 (3) 直接来館を利用する１・２年生の保護者は，可能な範囲で自ら児童 

を迎えに来るものとする。 

12 その他 

  本要領に定めるもののほか，必要な事項は学校と協議のうえ決定する。 



（様式１） 

 


